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【手続補正書】
【提出日】平成26年6月27日(2014.6.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
　大当りか否かの大当り判定の判定結果が肯定である場合には、前記大当り判定の判定結
果を導出する結果導出演出の終了後に特別入賞口が開放される大当り遊技を付与する遊技
機において、
　前記大当り判定の判定結果が肯定となる大当り確率を特定可能な確率情報として、前記
大当り確率を低確率とすることを特定可能な低確率情報、及び前記大当り確率を高確率と
することを特定可能な高確率情報を記憶可能な確率情報記憶手段と、
　始動口への入球検知を契機として第１判定用乱数の値、及び第２判定用乱数の値を含む
乱数の値を取得し、当該取得した乱数の値を乱数記憶手段に記憶させる乱数取得手段と、
　前記結果導出演出を開始させるときに、前記乱数記憶手段に記憶されている第１判定用
乱数の値を用いて、前記確率情報記憶手段に記憶されている確率情報から特定可能な大当
り確率により前記大当り判定を実行する大当り判定手段と、
　前記確率情報記憶手段に前記高確率情報が記憶されている場合であって、前記大当り判
定の判定結果に基づき前記結果導出演出が実行される場合、当該結果導出演出を開始させ
るときの大当り判定に用いられる第１判定用乱数の値と同じ入球検知を契機として取得さ
れた第２判定用乱数の値を用いて前記大当り確率を高確率から低確率へ移行させるときに
は前記確率情報記憶手段に前記低確率情報を記憶させる確率移行制御を実行する確率情報
制御手段と、
　前記結果導出演出を開始させるときより前に、当該結果導出演出における大当り判定に
用いられる第１判定用乱数の値を用いて、その第１判定用乱数の値を用いる大当り判定で
肯定判定されるかを判定する開始前大当り判定手段と、
　前記結果導出演出を開始させるときより前に、当該結果導出演出における大当り判定に
用いられる第１判定用乱数の値と同じ入球検知を契機として取得された第２判定用乱数の
値を用いて、前記確率情報制御手段が前記確率移行制御を実行するか否かの開始前移行判
定を実行する開始前移行判定手段と、
　前記開始前大当り判定の判定結果、及び前記開始前移行判定の判定結果に基づき演出実
行手段を制御して、前記大当り判定の判定結果が肯定となる可能性を示す大当り期待度、
及び前記確率移行制御が実行されないことにより前記大当り確率が高確率に維持される可
能性を示す高確率継続期待度のうち少なくとも一方を報知する報知演出を、前記入球検知
を契機として乱数の値が取得されてから、当該取得した乱数の値のうち前記第１判定用乱
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数の値を用いた大当り判定に基づく結果導出演出が終了する迄の期間のうち少なくとも一
部の期間において実行させる演出実行制御手段と、を備え、
　前記報知演出には、第１演出態様の報知演出と第２演出態様の報知演出とがあり、
　前記第１演出態様の報知演出は、前記大当りへの期待感を与える演出として位置付けら
れている一方で、前記第２演出態様の報知演出は、前記大当り確率が高確率に維持される
ことへの期待感を与える演出として位置付けられており、
　前記演出実行制御手段は、
　前記開始前大当り判定の判定結果が肯定である場合、及び前記開始前大当り判定の判定
結果が否定であり且つ前記開始前移行判定の判定結果が否定である場合の何れかである場
合に前記第１演出態様による報知演出を実行させる一方で、
　前記開始前大当り判定の判定結果が肯定である場合、前記開始前大当り判定の判定結果
が否定であり且つ前記開始前移行判定の判定結果が否定である場合、及び前記開始前大当
り判定の判定結果が否定であり且つ前記開始前移行判定の判定結果が肯定である場合の何
れかである場合に前記第２演出態様による報知演出を実行させる制御を可能に構成されて
いることを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項２】
　前記演出実行制御手段は、大当りの種類に基づき第１演出態様の報知演出と第２演出態
様の報知演出を実行させる制御を可能に構成されていることを特徴とする請求項１に記載
の遊技機。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、大当りか否かの大当り判定の判
定結果が肯定である場合には、前記大当り判定の判定結果を導出する結果導出演出の終了
後に特別入賞口が開放される大当り遊技を付与する遊技機において、前記大当り判定の判
定結果が肯定となる大当り確率を特定可能な確率情報として、前記大当り確率を低確率と
することを特定可能な低確率情報、及び前記大当り確率を高確率とすることを特定可能な
高確率情報を記憶可能な確率情報記憶手段と、始動口への入球検知を契機として第１判定
用乱数の値、及び第２判定用乱数の値を含む乱数の値を取得し、当該取得した乱数の値を
乱数記憶手段に記憶させる乱数取得手段と、前記結果導出演出を開始させるときに、前記
乱数記憶手段に記憶されている第１判定用乱数の値を用いて、前記確率情報記憶手段に記
憶されている確率情報から特定可能な大当り確率により前記大当り判定を実行する大当り
判定手段と、前記確率情報記憶手段に前記高確率情報が記憶されている場合であって、前
記大当り判定の判定結果に基づき前記結果導出演出が実行される場合、当該結果導出演出
を開始させるときの大当り判定に用いられる第１判定用乱数の値と同じ入球検知を契機と
して取得された第２判定用乱数の値を用いて前記大当り確率を高確率から低確率へ移行さ
せるときには前記確率情報記憶手段に前記低確率情報を記憶させる確率移行制御を実行す
る確率情報制御手段と、前記結果導出演出を開始させるときより前に、当該結果導出演出
における大当り判定に用いられる第１判定用乱数の値を用いて、その第１判定用乱数の値
を用いる大当り判定で肯定判定されるかを判定する開始前大当り判定手段と、前記結果導
出演出を開始させるときより前に、当該結果導出演出における大当り判定に用いられる第
１判定用乱数の値と同じ入球検知を契機として取得された第２判定用乱数の値を用いて、
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前記確率情報制御手段が前記確率移行制御を実行するか否かの開始前移行判定を実行する
開始前移行判定手段と、前記開始前大当り判定の判定結果、及び前記開始前移行判定の判
定結果に基づき演出実行手段を制御して、前記大当り判定の判定結果が肯定となる可能性
を示す大当り期待度、及び前記確率移行制御が実行されないことにより前記大当り確率が
高確率に維持される可能性を示す高確率継続期待度のうち少なくとも一方を報知する報知
演出を、前記入球検知を契機として乱数の値が取得されてから、当該取得した乱数の値の
うち前記第１判定用乱数の値を用いた大当り判定に基づく結果導出演出が終了する迄の期
間のうち少なくとも一部の期間において実行させる演出実行制御手段と、を備え、前記報
知演出には、第１演出態様の報知演出と第２演出態様の報知演出とがあり、前記第１演出
態様の報知演出は、前記大当りへの期待感を与える演出として位置付けられている一方で
、前記第２演出態様の報知演出は、前記大当り確率が高確率に維持されることへの期待感
を与える演出として位置付けられており、前記演出実行制御手段は、前記開始前大当り判
定の判定結果が肯定である場合、及び前記開始前大当り判定の判定結果が否定であり且つ
前記開始前移行判定の判定結果が否定である場合の何れかである場合に前記第１演出態様
による報知演出を実行させる一方で、前記開始前大当り判定の判定結果が肯定である場合
、前記開始前大当り判定の判定結果が否定であり且つ前記開始前移行判定の判定結果が否
定である場合、及び前記開始前大当り判定の判定結果が否定であり且つ前記開始前移行判
定の判定結果が肯定である場合の何れかである場合に前記第２演出態様による報知演出を
実行させる制御を可能に構成されていることを要旨とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の遊技機において、前記演出実行制御手段は
、大当りの種類に基づき第１演出態様の報知演出と第２演出態様の報知演出を実行させる
制御を可能に構成されていることを要旨とする。
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